
大
分
県
立
海
洋

科
学
高
等
学
校

本

校

臼
杵
市

全
日
制

海

洋

科

専
攻

科

海

洋

科

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
地
域

認
証
年
月
日

議

会

規

則

大
分
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

教
育
委
員
会
規
則

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

人
事
委
員
会
告
示

労
働
基
準
法
別
表
第
一
の
号
別
区
分
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

教
育
委
員
会
訓
令
甲

大
分
県
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公

告

建
設
業
の
許
可
の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

〇
議

会

規

則

大
分
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
議
会
議
長

田

中

利

明

大
分
県
議
会
規
則
第
二
号

大
分
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

議
事
は
、
録
音
そ
の
他
議
長
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
つ
て
記
録
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
教
育
委
員
会
規
則

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大

分

県

教

育

委

員

会

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
の
大
分
県
立
臼
杵
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地

籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 火 曜 日 ）

第
二
八
四
三
号

十
二
月
二
十
七
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
議
会
規
則
・
教
育
委
規
則
・
告
示
）

一



佐

伯

市

平
二
四
・
七
・
三
一

か
ら
平
二
七
・
二
・

二
六
ま
で

佐
伯
市
大
字
長
良
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

佐
伯
市
大
字
長
良

の
一
部

平
二
八
・
一
二
・
一
五

臼

杵

市

平
二
五
・
六
・
六
か

ら
平
二
八
・
二
・
一

〇
ま
で

臼
杵
市
大
字
市
浜
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

臼
杵
市
大
字
市
浜

の
一
部

平
二
八
・
一
二
・
一
五

津
久
見
市

平
二
六
・
六
・
一
三

か
ら
平
二
八
・
二
・

五
ま
で

津
久
見
市
岩
屋
町
・

大
友
町
の
一
部
の
地

籍
図
及
び
地
籍
簿

津
久
見
市
岩
屋

町
・
大
友
町
の
一

部

平
二
八
・
一
二
・
一
五

竹

田

市

平
二
四
・
一
二
・
一

八
か
ら
平
二
七
・
二

・
二
三
ま
で

竹
田
市
久
住
町
大
字

栢
木
の
一
部
の
地
籍

図
及
び
地
籍
簿

竹
田
市
久
住
町
大

字
栢
木
の
一
部

平
二
八
・
一
二
・
一
五

竹

田

市

平
二
四
・
一
二
・
一

八
か
ら
平
二
七
・
二

・
二
四
ま
で

竹
田
市
荻
町
恵
良
原

の
一
部
の
地
籍
図
及

び
地
籍
簿

竹
田
市
荻
町
恵
良

原
の
一
部

平
二
八
・
一
二
・
一
五

宇

佐

市

平
二
六
・
六
・
一
二

か
ら
平
二
七
・
一
〇

・
二
〇
ま
で

宇
佐
市
院
内
町
定
別

当
の
一
部
の
地
籍
図

及
び
地
籍
簿

宇
佐
市
院
内
町
定

別
当
の
一
部

平
二
八
・
一
二
・
一
五

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
竹
田
犬
飼
線

豊
後
大
野
市
千
歳
町
新
殿
字
ノ
ソ
キ
六
〇
一
番
か
ら

豊
後
大
野
市
千
歳
町
新
殿
字
ノ
ソ
キ
六
一
一
番
三
ま

で

平
二
八
・
一
二
・
二
七

大
分
県
立
臼
杵
高
等
学
校

「

」

大
分
県
立
臼
杵
高
等
学
校

大
分
県
立
海
洋
科
学
高
等
学
校

に
改
め
る
。

」

臼
杵
高
等
学
校

臼
高

臼
杵
高
等
学
校

海
洋
科
学
高
等
学
校

臼
高

海
高

大
分
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に

備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
人
事
委
員
会
告
示

大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

労
働
基
準
法
別
表
第
一
の
号
別
区
分
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
一
年
大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日大

分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

第
一
号
の
表
の
十
二
の
項
中

を

「

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
教
育
委
員
会
訓
令
甲

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
四
号

教

育

庁

教

育

機

関

大
分
県
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大

分

県

教

育

委

員

会

「

別
表
第
一
中
「

を

に

」

」

改
め
る
。附

則

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
・
人
事
委
告
示
・
教
育
委
訓
令
甲
）

二



こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
公

告

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
処
分
し

た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

処
分
を
し
た
年
月
日

別
表
の
と
お
り

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
建
設
業
の
許
可
番
号
及
び
取
消
処

分
に
係
る
建
設
業
の
種
類

別
表
の
と
お
り

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

別
表
に
記
載
さ
れ
た
建
設
業
者
か
ら
、
建
設
業
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
知
事
に
対
し
、

建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
教
育
委
訓
令
甲
・
公
告
）

三



許可の取消処分
年月日

平成２８年１０月７日

平成２８年１０月１３日

平成２８年１０月２１日

平成２８年１０月２８日

平成２８年１１月１６日

平成２８年１１月２１日

平成２８年１１月２５日

取消処分に係る
建設業の種類

全 部

同 上

同 上

土木工事業、塗装工
事業

土木工事業、建築工
事業

造園工事業

土木工事業、とび・土
工工事業、管工事業

許 可 番 号

大分県知事許可（般－２７）第６８９０号

大分県知事許可（般－２７）第３５５６号

大分県知事許可（般－２３）第９５１０号

大分県知事許可（般－２３）第１３２７０号

大分県知事許可（般－２３）第８６号

大分県知事許可（般－２７）第１１５０２号

大分県知事許可（般－２５）第１１９８２号

主たる営業所の所在地

杵築市大字守江３－１８３１－２１

杵築市山香町大字向野５０

佐伯市野岡町１－６－３８

大分市大字牧９６８－１

大分市弁天２－６－３０

大分市大字荏隈３１０－１８

大分市下郡北２－４－３０

商号又は名称

有限会社菅建設

株式会社糸永組

有限会社海洋産業

ERテクノ株式会社

株式会社江藤工務店

有限会社デイライト建設

株式会社西日本技建

別表

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

四



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
防
災
映
像
公
開
シ
ス
テ
ム
機
器

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
土
木
建
築
部
建
設
政
策
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
七
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

営
業
本
部
長

村

上

春

生

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

五

落
札
金
額

四
十
七
万
七
百
七
十
二
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

平
成
二
十
八
年
十
月
七
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

五


